
こちらは大分地方法務局です。
音声案内に従って電話を操作してください。
案内の途中でも操作をすることができます。

土地や建物、会社、法人の証明書、地番・家屋番号に関するお問合せは「１」を
土地や建物、会社、法人の登記に関するお問合せは「２」を
その他の御用件に関するお問合せは「３」を
押してください。

登記されていないことの証明など、
成年後見登記の証明に関するお問
合せ、戸籍・国籍に関するお問合
せは「１」を
人権相談など人権に関するお問合
せは「２」を
供託・遺言書の保管に関するお問
合せは「３」を
その他の御用件に関するお問合せ
は「４」を
押してください。

登記手続案内の予約
については「１」を
土地、建物の登記の
申請、法定相続情報
証明制度に関するお
問合せは「２」を
会社、法人の登記の
申請に関するお問合
せは「３」を
押してください。

登記事項証明書
等発行窓口へ

不動産登
記担当の
職員につ
ながりま
す。
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大分地方法務局本局自動音声案内のお知らせ

０９７－５３２－３１６１（本局代表電話番号）
業務取扱時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで
（窓口取扱時間 午前９時００分から午後５時００分まで）
※ 土・日、祝日、年末年始（１２月２９日から１月３日）を除く

法人登記
担当の職
員につな
がります。

戸籍課の
職員につ
ながりま
す。

人権擁護
課の職員
につなが
ります。

供託課の
職員につ
ながりま
す。

総務課の
職員につ
ながりま
す。
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